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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  透明基材上に、少なくとも光透過性のハードコート層、該ハードコート層より屈折率の
低い光透過性の低屈折率層をこの順で形成した層を有する反射防止積層体において、
　該ハードコート層は、平均粒子径が１～３０ｎｍで屈折率が１．６０以上であり、粒度
分布範囲がＤ10、Ｄ50、Ｄ90メジアン径による平均粒子径±５ｎｍ以下の範囲にある金属
酸化物超微粒子が、硬化したバインダー中に均一に混合されてなる硬化層であり、
　該金属酸化物超微粒子は、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、酸化チタン、酸化スズ、アン
チモンをドープした酸化スズ（ＡＴＯ）、スズをドープした酸化インジウム（ＩＴＯ）、
亜鉛をドープした酸化インジウム（ＩＺＯ）、アルミニウムをドープした酸化亜鉛（ＡＺ
Ｏ）、及び、フッ素をドープした酸化スズ（ＦＴＯ）よりなる群から選ばれるものであり
、
　該金属酸化物超微粒子にイットリウムが元素比で１０モル％以下の比率でドープされて
いることを特徴とする反射防止積層体。
【請求項２】
  前記ハードコート層は、必須成分として、
（１）平均粒子径が１～３０ｎｍで屈折率が１．６０以上であり、粒度分布範囲が平均粒
子径±５ｎｍ以下の範囲にある金属酸化物超微粒子、
（２）電離放射線硬化性のバインダー成分、
（３）有機溶剤、
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を含有するコーティング組成物を、透明基材上に直接又は他の層を介して塗工し硬化させ
てなる塗膜であることを特徴とする、請求項１に記載の反射防止積層体。
【請求項３】
　前記金属酸化物超微粒子の表面が極性基を有する有機化合物、及び／又は有機金属化合
物で処理されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の反射防止積層体。
【請求項４】
  前記極性基を有する有機化合物が、リン酸基、リン酸モノエステル、リン酸ジエステル
、スルホン酸基、硫酸モノエステル、カルボン酸基、これらの塩若しくはこれらの酸塩化
物を有する有機化合物から選ばれた一種以上を含むことを特徴とする、請求項３に記載の
反射防止積層体。
【請求項５】
  前記有機金属化合物が、シランカップリング剤及び／又はチタネートカップリング剤か
らなることを特徴とする、請求項３に記載の反射防止積層体。
【請求項６】
  前記バインダーの少なくとも一部は、水素結合形成基を有するバインダー成分の硬化物
であることを特徴とする、請求項１に記載の反射防止積層体。
【請求項７】
  前記水素結合形成基は、ペンタエリスリトール多官能アクリレート、ジペンタエリスリ
トール多官能アクリレート、ペンタエリスリトール多官能メタクリレート、及び、ジペン
タエリスリトール多官能メタクリレートよりなる群から選ばれることを特徴とする、請求
項６に記載の反射防止積層体。
【請求項８】
　光透過性の高屈折率層、光透過性の中屈折率層、光透過性の低屈折率層を有し、該高屈
折率層、該中屈折率層及び該低屈折率層は、屈折率の高低が交互に入れ替わり且つ該低屈
折率層が最も鑑賞面側に位置するように積層された反射防止積層体であって、該高屈折率
層及び該中屈折率層のうち少なくとも一つが前記ハードコート層であることを特徴とする
、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の反射防止積層体。
【請求項９】
  前記高屈折率層及び／又は前記中屈折率層は、膜厚が０．０５～２０μｍで、屈折率が
１．５５～２．００で、且つ、ＪＩＳ－Ｋ７３６１に規定されるヘイズ値が前記基材だけ
のヘイズ値と変わらないか又は前記透明基材だけのヘイズ値との差が１０％以内であるこ
とを特徴とする、請求項８に記載の反射防止積層体。
【請求項１０】
  前記高屈折率層及び／又は前記中屈折率層は、防眩性を付与するための微細凹凸表面を
有する防眩層を兼ねることを特徴とする、請求項８又は９に記載の反射防止積層体。
【請求項１１】
  前記微細凹凸表面は前記高屈折率層及び／又は前記中屈折率層の内部にフィラーを分散
することにより付与されていることを特徴とする、請求項１０に記載の反射防止積層体。
【請求項１２】
  前記フィラーの屈折率と、前記高屈折率層及び／又は前記中屈折率層のバインダーの屈
折率との差Δｎが０．０１≦Δｎ≦０．５であり、且つ、フィラーの平均粒径ｄが０．１
μｍ≦ｄ≦１０μｍであることを特徴とする、請求項１１に記載の反射防止積層体。
【請求項１３】
　前記ハードコート層として形成された高屈折率層及び／又は前記中屈折率層は、水素結
合形成基を残した硬化物からなるバインダーを含有していると共に、該ハードコート層に
隣接して、水素結合形成基を含有する高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層又は透明導電
層がウエットコーティング法により形成されていることを特徴とする、請求項８乃至１２
のいずれか１項に記載の反射防止積層体。
【請求項１４】
  前記水素結合形成基を含有する低屈折率層は、バインダー成分と平均粒子径５ｎｍ～３
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００ｎｍの微粒子とを含むナノポーラス構造を有することを特徴とする請求項１３に記載
の反射防止積層体。
【請求項１５】
  前記水素結合形成基を含有する低屈折率層は、フッ素含有モノマー及び／又はポリマー
を含む電離放射線硬化型バインダーの硬化物よりなることを特徴とする請求項１３に記載
の反射防止積層体。
【請求項１６】
　前記低屈折率層の膜厚が、０．０５～０．１５μｍの範囲である、請求項１乃至１５の
いずれか１項に記載の反射防止積層体。
【請求項１７】
　前記低屈折率層の表面を、＃００００番のスチールウールを用いて１０回擦ったときの
、該低屈折率層のヘイズ値の変化が認められる最低荷重量が２００ｇ以上である、請求項
１乃至１６のいずれか１項に記載の反射防止積層体。
【請求項１８】
水素結合形成基を含有する透明導電層として、ポリチオフェン及び／又はポリアニリンを
含む電離放射線硬化型及び／又は熱硬化型バインダーの硬化物よりなることを特徴とする
請求項１３に記載の反射防止積層体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は耐擦傷性の透明プラスッチック製の反射防止フィルム等の反射防止積層体に関
し、さらに詳しくは、金属酸化物超微粒子を配合したハードコート層を有する耐擦傷性の
透明プラスッチック製の反射防止フィルム等の反射防止積層体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　透明基材フィルム、高屈折率層及び／又は中屈折率層、低屈折率層を層構成として含む
反射防止フィルムの最低反射率を下げる目的で、高屈折率層や中屈折率層の屈折率を上げ
ることが一般的に行われている。高屈折率層や中屈折率層の屈折率を上げる方法として、
屈折率が高いバインダー樹脂を用いる方法や、屈折率が高い超微粒子を用いる方法が知ら
れている。一方、耐擦傷性を高めた反射防止フィルムとして基材／ハードコート／低屈折
率層を基本的な構成層として含む反射防止フィルムがあるが、該反射防止フィルムにおい
て、最低反射率を下げるために、高屈折率の金属酸化物超微粒子をハードコート層中に分
散させることが、ハード性能を付与し、且つ、屈折率を高める目的のために有効であるこ
とが知られている。しかしながら、屈折率を上げ、且つ必要な耐擦傷性を付与するために
は多量の超微粒子を添加（５０質量％以上）する必要があり、最低でも膜厚が３μｍ以上
のハードコート中に分散させた場合、粒子径が３０ｎｍ以上の超微粒子が多数存在すると
可視光域での透明性が低下（ヘイズが上昇）し、反射防止フィルムとしての透明性を著し
く損なう。
【０００３】
　特開２００３－９６４００号公報（特許文献１）には、１～３０ｎｍの平均一次粒子径
の金属酸化物超微粒子を反射防止フィルムの中屈折率ハードコート層に用いた例（特許文
献１の実施例２）に示されている。
【０００４】
　また、特開２００３－２７００３号公報（特許文献２）には、１０～１００ｎｍの平均
一次粒子径の金属酸化物超微粒子を反射防止フィルムの中屈折率層乃至高屈折率層や中屈
折率ハードコート層に用いた例が示されている。
【０００５】
　また、特開２００１－３１０４２３号公報（特許文献３）には、反射防止膜において、
表面処理された酸化ジルコニウム等の無機微粒子とバインダーポリマーとを含むことでバ
インダーポリマーの架橋に起因するハードコート層の収縮が抑制され、変形の少ない耐傷
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性支持体および反射防止膜を提供すること、また、ハードコート層の機械特性を改良し、
耐傷性に優れた支持体および反射防止膜を提供することが示されている。
【特許文献１】特開２００３－９６４００号公報
【特許文献２】特開２００３－２７００３号公報
【特許文献３】特開２００１－３１０４２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前記従来の反射防止積層体における中屈折率層乃至高屈折率層に配合される金属酸化物
超微粒子は平均一次粒子径が１～３０ｎｍであっても、一般的には、粒度を分布曲線で示
すと平均一次粒子径が１～３０ｎｍの範囲にピークを有し、且つ該ピークの粒径の大きい
側になだらかに粒子数を減じた幅広い裾野が形成されており、粒子径が３０ｎｍを超える
ものが無視できない量含まれていた。しかしながら、粒径が大きい超微粒子が中屈折率乃
至高屈折率のハードコート層に用いられる場合、屈折率を高め且つハード性能を付与する
ために金属酸化物超微粒子を５０質量％以上と多量に用いると、粒子径が３０ｎｍを超え
る粒径の大きな金属酸化物超微粒子により光が散乱されることになり、反射防止積層体の
ヘイズ値が上昇することから、透明性を著しく損なうという不都合があった。
【０００７】
　そこで本発明の目的は、金属酸化物超微粒子を配合したハードコート層を有する耐擦傷
性の透明プラスチック製の反射防止積層体において、ハードコート層に金属酸化物超微粒
子を配合してもヘイズ値の上昇が抑制された、耐擦傷性の透明性に優れた反射防止フィル
ム等の反射防止積層体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
  前記課題を解決する本発明は、透明基材上に、少なくとも光透過性のハードコート層、
該ハードコート層より屈折率の低い光透過性の低屈折率層をこの順で形成した層を有する
反射防止積層体において、該ハードコート層は、平均粒子径が１～３０ｎｍで屈折率が１
．６０以上であり、粒度分布範囲が平均粒子径±５ｎｍ以下の範囲にある金属酸化物超微
粒子が、硬化したバインダー中に均一に混合されてなる硬化層であることを特徴とする、
反射防止積層体である。
【０００９】
　本発明において、前記ハードコート層は、必須成分として、（１）平均粒子径が１～３
０ｎｍで屈折率が１．６０以上であり、粒度分布範囲が平均粒子径±５ｎｍ以下の範囲に
ある金属酸化物超微粒子、（２）電離放射線硬化性のバインダー成分、（３）有機溶剤、
を含有するコーティング組成物を、透明基材上に直接又は他の層を介して塗工し硬化させ
た塗膜として得られる。
【００１０】
　本発明において、金属酸化物超微粒子は、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、酸化チタン、
酸化スズ、アンチモンをドープした酸化スズ（ＡＴＯ）、スズをドープした酸化インジウ
ム（ＩＴＯ）、亜鉛をドープした酸化インジウム（ＩＺＯ）、アルミニウムをドープした
酸化亜鉛（ＡＺＯ）、及び、フッ素をドープした酸化スズ（ＦＴＯ）よりなる群から選ば
れることが好ましい。特に好ましくは、イットリウムが元素比で１０モル％以下の比率で
ドープされている金属酸化物超微粒子であり、最も好ましくは、イットリウムが元素比で
１０モル％以下の比率でドープされている酸化ジルコニウムである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の反射防止積層体におけるハードコート層は、平均粒子径が１～３０ｎｍで屈折
率が１．６０以上であり、粒度分布範囲が平均粒子径±５ｎｍ以下の範囲にある金属酸化
物超微粒子が、硬化したバインダー中に均一に混合されてなる硬化層であるので、該硬化
層中には、平均粒子径１～３０ｎｍで粒度分布範囲が平均粒子径±５ｎｍを超える金属酸
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化物超微粒子は実質的に存在せず、ヘイズ値の上昇が抑制された、耐擦傷性の透明性に優
れた反射防止フィルム等の反射防止積層体を提供できる。
【００１２】
　平均粒子径が１～３０ｎｍで屈折率が１．６０以上であり、粒度分布範囲が平均粒子径
±５ｎｍ以下の範囲にある金属酸化物超微粒子は、前記した酸化亜鉛、酸化ジルコニウム
、酸化チタン、酸化スズ、アンチモンをドープした酸化スズ（ＡＴＯ）、スズをドープし
た酸化インジウム（ＩＴＯ）、亜鉛をドープした酸化インジウム（ＩＺＯ）、アルミニウ
ムをドープした酸化亜鉛（ＡＺＯ）、及び、フッ素をドープした酸化スズ（ＦＴＯ）より
なる群から選ばれる金属酸化物超微粒子を採用することにより達成でき、特に好ましくは
、イットリウムが元素比で１０モル％以下の比率でドープされている金属酸化物超微粒子
、最も好ましくは、イットリウムが元素比で１０モル％以下の比率でドープされている酸
化ジルコニウムを採用することにより達成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　（１）金属酸化物超微粒子
　金属酸化物超微粒子の平均粒子径：
　本発明の反射防止積層体におけるハードコート層に使用される金属酸化物超微粒子の平
均一次粒子径は１～３０ｎｍ、好ましくは３～２０ｎｍ、より好ましくは５～１５ｎｍで
ある。平均一次粒子径が１ｎｍ以下では高屈折率なものは得られず、屈折率向上に寄与し
ない。３０ｎｍ以上では厚膜化した際にヘイズが上昇するため好ましくない。
【００１４】
　粒度分布範囲：
　例えばより好ましい平均粒子径である１５ｎｍの場合でも、粒度分布の範囲が±５ｎｍ
以上となるとヘイズ上昇の原因となる粒子径のものが含まれることとなる。すなわち、粒
度分布の範囲が±５ｎｍ以上となると粒子径が３０ｎｍを超える粒径の大きな金属酸化物
超微粒子がハードコート層に含まれる原因となり、粒子径が３０ｎｍを超える金属酸化物
超微粒子により光が散乱されることになり、反射防止積層体のヘイズ値が上昇することか
ら、透明性を著しく損なう。特に、ハード性能を上げるためにハードコート層を厚膜にす
るような場合には、このような粒径の大きな金属酸化物超微粒子の存在は透明性を著しく
損なう。
【００１５】
　金属酸化物超微粒子の種類：
　平均一次粒子径、粒度分布、及び屈折率が前記した範囲のものであれば、酸化亜鉛、酸
化ジルコニウム、酸化チタン、酸化スズ、アンチモンをドープした酸化スズ（ＡＴＯ）、
スズをドープした酸化インジウム（ＩＴＯ）、亜鉛をドープした酸化インジウム（ＩＺＯ
）、アルミニウムをドープした酸化亜鉛（ＡＺＯ）、及び、フッ素をドープした酸化スズ
（ＦＴＯ）よりなる群から選ばれる金属酸化物超微粒子を採用することができる。これら
の金属酸化物のうち、イットリウムが元素比で１０モル％以下の比率でドープされている
金属酸化物超微粒子、特に、イットリウムが元素比で１０モル％以下の比率でドープされ
ている酸化ジルコニア超微粒子は、粒子径が１０ｎｍで且つ粒度分布がシャープであるた
め、バインダー中に添加し、膜厚がハードコートに必要な３μｍ以上であっても、粒子の
凝集によって引き起こされる可視光域の散乱が無く、多量に添加しても透明で高屈折率な
ハードコート層が得られる。イットリウム元素比が１０モル％以上ドープされている金属
酸化物超微粒子は粒度分布が広がりだし、また屈折率が低下するため好ましくない。
【００１６】
　酸化ジルコニア超微粒子に対して、チタニア粒子は高屈折率である点では優れているも
のの、分散安定性や、用法、用途によっては酸化チタンの光触媒活性のために耐光性、耐
候性等に問題があるが、前記イットリウムをドープしたジルコニアゾルは光触媒活性を実
質に持たず、耐光性、耐候性等に優れており、屈折率もチタニア程ではないが高屈折率ハ
ードコートとしては十分な性能を持つ。
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【００１７】
　表面処理された金属酸化物超微粒子：
　ハードコート層に使用される金属酸化物超微粒子としては、金属酸化物超微粒子の表面
が極性基を有する有機化合物、及び／又は有機金属化合物で処理されていることが望まし
い。
【００１８】
　金属酸化物超微粒子をハードコート層に添加することで膜としての架橋収縮率を改良し
塗膜の平面性を向上させることができる。一般に金属酸化物超微粒子は有機物よりも硬く
、ＵＶ照射等で収縮することがない。従って、金属酸化物超微粒子をハードコート層に添
加することで、層全体が硬くなり耐擦傷性が改良されるとともに架橋反応によるハードコ
ート層の収縮が抑制され、反射防止膜の変形も防止できる。ただし、金属酸化物超微粒子
はバインダーポリマーとの親和性が低いため、金属酸化物超微粒子のまま添加しても金属
酸化物超微粒子／バインダーポリマー間が破壊しやすく、耐擦傷性、変形を改善すること
は難しい。そこで、金属酸化物超微粒子を微粒子と親和性の高いカップリング剤、アニオ
ン性基含有有機化合物等で表面処理することにより、微粒子とバインダーポリマーとの親
和性を改善する。
【００１９】
  前記極性基を有する有機化合物は、リン酸基、リン酸モノエステル、リン酸ジエステル
、スルホン酸基、硫酸モノエステル、カルボン酸基、これらの塩若しくはこれらの酸塩化
物を有する有機化合物から選ばれた一種以上を含むものを採用することができる。このよ
うな有機化合物としては次のものが挙げられる。
【００２０】
　極性基を有する有機化合物：
ａ）リン酸モノエステル、リン酸ジエステルあるいはリン酸基含有有機化合物例
ａ－１　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＰＯ（ＯＨ）2 

ａ－２　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＣＯＣ5 Ｈ10ＯＰＯ（ＯＨ）2 

ａ－３　Ｈ2 Ｃ＝ＣＨＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＣＯＣ5 Ｈ10ＯＰＯ（ＯＨ）2 

ａ－４　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＣＯＣ5 Ｈ10ＯＰＯ（ＯＨ）2 

ａ－５　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＣＯＣ5 Ｈ10ＯＰＯＣｌ２
ａ－６　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＣＨ｛ＯＰＯ（ＯＨ）2 ）２
ａ－７　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＣＯＣ5 Ｈ10ＯＰＯ（ＯＮａ）2 

ａ－８　Ｈ2 Ｃ＝ＣＨＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＣＯ（１，４－ｐｈ）Ｃ5 Ｈ10ＯＰＯ（ＯＨ）2 

ａ－９　（Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯ）2 ＣＨＣ2 Ｈ4 ＯＣＯＣ5 Ｈ10ＯＰＯ（ＯＨ）

2 

ａ－１０　Ｈ2 Ｃ＝ＣＨＰＯ（ＯＨ）2 

ｂ）硫酸モノエステルあるいはスルホン酸基含有有機化合物例
ｂ－１　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＳＯ3 Ｈ
ｂ－２　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＣ3 Ｈ6 ＳＯ3 Ｈ
ｂ－３　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＣＯＣ5 Ｈ10ＯＳＯ3 Ｈ
ｂ－４　Ｈ2 Ｃ＝ＣＨＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＣＯＣ5 Ｈ10ＯＳＯ3 Ｈ
ｂ－５　Ｈ2 Ｃ＝ＣＨＣＯＯＣ12Ｈ24（１，４－ｐｈ）ＳＯ3 Ｈ
ｂ－６　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ3 ）ＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＣＯＣ5 Ｈ10ＯＳＯ3 Ｎａ
ｃ）カルボン酸基含有有機化合物例
ｃ－１　Ｈ2 Ｃ＝ＣＨＣＯＯ（Ｃ5 Ｈ10ＣＯＯ）2 Ｈ
ｃ－２　Ｈ2 Ｃ＝ＣＨＣＯＯＣ5 Ｈ10ＣＯＯＨ
ｃ－３　Ｈ2 Ｃ＝ＣＨＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＯＣＯ（１，２－ｐｈ）ＣＯＯＨ
ｃ－４　Ｈ2 Ｃ＝ＣＨＣＯＯ（Ｃ2 Ｈ4 ＣＯＯ）2 Ｈ
ｃ－５　Ｈ2 Ｃ＝Ｃ（ＣＨ）ＣＯＯＣ5 Ｈ10ＣＯＯＨ
ｃ－６　Ｈ2 Ｃ＝ＣＨＣＯＯＣ2 Ｈ4 ＣＯＯＨ
ここでｐｈはフェニレン基を示す。
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【００２１】
  また、前記有機金属化合物は、以下に挙げるシランカップリング剤及び／又はチタネー
トカップリング剤から選ばれたものを用いることができる。
【００２２】
　シランカップリング剤：
　具体的には、３－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピ
ルメチルジメトキシシラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキ
シシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、３－アミノプロピルトリメトキシシ
ラン、Ｎ－（２－アミノエチル）３－アミノプロピルメチルジエトキシシラン、３－メル
カプトプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシ
ラン、ビニルトリス（２－メトキシエトキシ）シラン、３－メタクリロキシプロピルトリ
メトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロ
ピルトリエトキシシラン、３－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、２－（３
，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン、３－　アミノプロピルトリ
エトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－（２－アミエチル）３－
アミノプロピルメチルジエトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリエトキシシラン、
ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリス（２－エトキシエ
トキシ）シラン、３－メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン、３－アクリロキシプ
ロピルトリエトキシシラン等を例示することができる。
【００２３】
　チタネートカップリング剤：
　具体的には、味の素（株）より市販されている、製品名プレンアクトＫＲ－ＴＴＳ、Ｋ
Ｒ－４６Ｂ、ＫＲ－５５、ＫＲ－４１Ｂ、ＫＲ－３８Ｓ、ＫＲ－１３８Ｓ、ＫＲ－２３８
Ｓ、３３８Ｘ、ＫＲ－４４、ＫＲ－９ＳＡ、ＫＲ－ＥＴ等が例示でき、更に、テトラメト
キシチタン、テトラエトキシチタン、テトライソプロポキシチタン、テトラｎ－プロポキ
シチタン、テトラｎ－ブトキシチタン、テトラｓｅｃ－ブトキシチタン、テトラｔｅｒｔ
－ブトキシチタン等の金属アルコキシドも使用することができる。
【００２４】
　（２）バインダー樹脂
　本発明の反射防止積層体におけるハードコート層を形成するためのバインダー樹脂には
、電離放射線硬化性樹脂が好ましく用いられる。
【００２５】
　電離放射線硬化性のバインダー成分：
　ハードコート層において用いられる電離放射線硬化型バインダー成分は、１分子中に少
なくとも１つ以上の水素結合形成基と１つ以上の電離放射線で硬化する官能基（単に「電
離放射線硬化性基」と呼ぶことがある）を有する化合物が含まれることが望ましい。この
ように、電離放射線で硬化する電離放射線硬化性基の単独、あるいは硬化剤によって熱硬
化する水素結合形成基とを有するので、該バインダー成分を含有する塗工液を被塗工体の
表面に塗布し、乾燥し、電離放射線の照射、または電離放射線の照射と加熱を行うと、塗
膜内に架橋結合等の化学結合を形成し、塗膜を効率よく硬化させることができる。
【００２６】
　本発明において「電離放射線硬化性基」とは、電離放射線の照射により重合または架橋
等の大分子量化反応を進行させて塗膜を硬化させることができる官能基であり、例えば、
光ラジカル重合、光カチオン重合、光アニオン重合のような重合反応、あるいは、光二量
化を経て進行する付加重合または縮重合等の反応形式により反応が進行するものが挙げら
れる。特に、（メタ）アクリロイル基、ビニル基、アリル基等のエチレン性不飽和結合や
エポキシ基やオキセタン基等の環状エーテル結合は、紫外線や電子線のような電離放射線
の照射により直接、または開始剤の作用を受けて間接的に光ラジカルや光カチオン重合反
応を生じるものであり、光硬化の工程を含む取り扱いが比較的容易なので好ましく、その
中でも（メタ）アクリロイル基やオキセタン基は生産性に優れ、また、硬化後の塗膜の機
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械強度のコントロールが容易であるため好ましい。
【００２７】
　本発明において「電離放射線硬化性基」は単独であっても良いし２つ以上が組み合わさ
っていても良い。
【００２８】
　ハードコート層において用いられる電離放射線硬化型バインダー成分のうち、少なくと
も一部は、水素結合形成基を有するバインダー成分の硬化物であることが望ましい。
【００２９】
　水素結合形成基：
　本発明において「水素結合形成基」とは、加熱によって同じ官能基同士または他の官能
基との間で重合または架橋等の大分子量化反応を進行させて硬化させることができる官能
基であり、例えば、アルコキシ基、水酸基、カルボキシル基、アミノ基、エポキシ基、等
を例示することができる。
【００３０】
　これらの官能基の中でも水酸基は、無機微粒子を用いた場合、特に、微粒子との親和性
にも優れており、該無機微粒子のバインダー中での分散性を向上させるので好ましい。ま
た、バインダー成分への導入が容易で、無機微粒子表面の水酸基に吸着し、塗工液や塗膜
中に均一に分散させることが可能となり、塗工液の寿命向上や無機微粒子の凝集による巨
大粒子化による塗膜の透明性や膜強度の低下が無い均一な塗膜の形成が可能となる。さら
に硬化に際しては、単独、あるいは硬化剤を用いた熱硬化により、バインダー成分同士、
あるいは微粒子表面の水酸基と共有結合を形成して微粒子が架橋剤として作用し、塗膜強
度の更なる向上を図ることができるために特に好ましい。
【００３１】
　モノマー類：
　上記の電離放射線硬化型樹脂組成物に好ましく使用されるモノマー類としては、本質的
に、あるいは合成時に副生され、モノマーの一部として混在する水酸基等の水素結合形成
基を持つものが、一分子中に電離放射線硬化性基と水素結合形成基とを併せ持つため好ま
しい。これらのうち、エチレン性不飽和基を有するモノマーには、ペンタエリスリトール
多官能アクリレート、ジペンタエリスリトール多官能アクリレート、ペンタエリスリトー
ル多官能メタクリレート、及び、ジペンタエリスリトール多官能メタクリレートよりなる
群から選ばれる化合物が望ましい。
【００３２】
　さらに具体的には、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトー
ルジ（メタ）アクリレートモノステアレート等のジ（メタ）アクリレート；トリメチロー
ルプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレート
等のトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート誘導
体やジペンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレート等の多官能（メタ）アクリレー
ト、等を例示することができる。
【００３３】
　これらに加え、ＯＨ残基を有するエポキシアクリレート樹脂（共栄社化学製「エポキシ
エステル」や昭和高分子製「リポキシ」等）や各種イソシアナートと水酸基を有するモノ
マーとがウレタン結合を介して重付加によって得られるウレタンアクリレート樹脂（日本
合成化学工業製「紫光」や共栄社化学製「ウレタンアクリレート」）といった水素結合を
含有する数平均分子量（ＧＰＣ法で測定したポリスチレン換算数平均分子量）が２万以下
のオリゴマー類も好ましく使用できる。
【００３４】
　これらのモノマー類やオリゴマー類は塗膜の架橋密度を高める効果が高いほか、数平均
分子量が２万以下と小さいので流動性が高い成分であり、コーティング組成物の塗工適性
を向上させる効果もある。
【００３５】
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　さらに、必要に応じて水素結合形成基を有するモノマーを含む（共）重合体で、主鎖や
側鎖に（メタ）アクリレート基を有する数平均分子量が２万以上の反応性ポリマーなども
好ましく使用することができる。これらの反応性ポリマーは例えば東亞合成製の「マクロ
モノマー」等の市販品として購入することも可能であるし、メタクリル酸メチルとグリシ
ジルメタクリレートとの共重合体をあらかじめ重合しておき、後から共重合体のグリシジ
ル基とメタクリル酸やアクリル酸のカルボキシル基を縮合させることで、（メタ）アクリ
レート基を有する反応性ポリマーを得ることができる。これら分子量が大きい成分を含む
ことで、防眩層などの複雑な形状に対する成膜性の向上や硬化時の体積収縮による反射防
止積層体のカールや反りの低減が可能となる。
【００３６】
　上記官能基を有するモノマーの代わりまたはそれに加えて、架橋性官能基の反応により
、架橋構造をバインダーポリマーに導入してもよい。架橋性官能基の例には、イソシアナ
ート基、エポキシ基、アジリジン基、オキサゾリン基、アルデヒド基、カルボニル基、ヒ
ドラジン基、カルボキシル基、メチロール基および活性メチレン基が含まれる。ビニルス
ルホン酸、酸無水物、シアノアクリレート誘導体、メラミン、エーテル化メチロール、エ
ステルおよびウレタンも、架橋構造を導入するためのモノマーとして利用できる。ブロッ
クイソシアナート基のように、分解反応の結果として架橋性を示す官能基を用いてもよい
。
 また、本発明において架橋性反応基とは、上記化合物に限らず上記官能基が分解した結
果反応性を示すものであってもよい。
【００３７】
　上記したモノマー、オリゴマー、ポリマー、および、上記に属しないモノマー、オリゴ
マー、ポリマーを適宜組み合わせて、成膜性、塗工適性、電離放射線硬化の架橋密度、熱
硬化性を有する水素結合形成基の含有量等の諸性質を調節することができる。例えば、モ
ノマー、オリゴマーにより架橋密度と加工適性が向上し、ポリマーによりコーティング組
成物の成膜性が向上する。
【００３８】
　本発明においては、数平均分子量が２万以下のモノマーおよび／またはオリゴマーと数
平均分子量が２万以上のポリマーを適宜組み合わせ、塗膜の諸性質を容易に調節すること
が可能である。
【００３９】
　電離放射線硬化型樹脂組成物により形成した塗膜の硬化については、電離放射線硬化型
樹脂組成物を基材等の被塗工体の表面に所望の塗工量で塗布した後、通常は、オーブン等
の加熱手段で乾燥し、その後、紫外線や電子線等の電離放射線を放射して硬化させること
により塗膜が形成される。
【００４０】
　防眩性の付与：
　本発明の反射防止積層体におけるハードコート層としての前記硬化層により形成された
高屈折率層及び／又は中屈折率層は、防眩性を付与するための微細凹凸表面が形成される
ことにより防眩層を兼ねることができる。
【００４１】
　微細凹凸表面の形成により防眩性を付与するには、高屈折率層及び／又は中屈折率層の
内部にフィラー（微粒子）を分散することにより付与することができる。
【００４２】
　微細凹凸表面の形成には、微粒子の平均粒径をＲ（μｍ）とし、防眩層凹凸の十点平均
粗さをＲｚ（μｍ）とし、防眩層の凹凸平均間隔をＳｍ（μｍ）とし、凹凸部の平均傾斜
角をθａとした場合に、
　３０≦Ｓｍ≦２００
　０．９０≦Ｒｚ≦１．６０
　１．３≦θａ≦２．５
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　０．３≦Ｒ≦１０
を同時に満たすものが好ましい。
【００４３】
　また、本発明の防眩層の別の好ましい様態によれば、フィラー（微粒子）の屈折率と、
前記高屈折率層及び／又は中屈折率層のバインダーの屈折率との差Δｎが０．０１≦Δｎ
≦０．５であり、且つ、フィラーの平均粒径ｄが０．１μｍ≦ｄ≦１０μｍであることが
望ましい。Δｎ：０．０１以下の場合は塗膜が透明となり、内部散乱効果による防眩性が
発現しない。０．５以上の場合は微粒子／バインダー界面での可視光の散乱が激しくなり
、塗膜は極端に白濁する。ｄが０．１μｍ以下の場合は可視域の波長を散乱せず、内部散
乱効果による防眩性が発現しない。１０μｍ以上の場合は微粒子／バインダー界面での可
視光の散乱が激しくなり、塗膜は極端に白濁する。
【００４４】
　微細凹凸表面の形成のための微粒子は、球状、例えば真球状、楕円状などのものであっ
てよく、好ましくは真球状のものが挙げられる。無機系、有機系いずれのものであっても
よく、微粒子は、防眩性を発揮するものであり、好ましくは透明性のものがよい。微粒子
の具体例としては、無機ビーズとしてはシリカビーズなどが挙げられ、有機ビーズとして
は、プラスチックビーズが挙げられ、より好ましくは、透明性を有するものが挙げられる
。プラスチックビーズの具体例としては、スチレンビーズ（屈折率１．５９）、メラミン
ビーズ（屈折率１．５７）、アクリルビーズ（屈折率１．４９）、アクリル－スチレンビ
ーズ（屈折率１．５４）、ポリカーボネートビーズ、ポリエチレンビーズなどが挙げられ
る。
【００４５】
　微粒子の添加量は、透明樹脂組成物１００重量部に対し、２～３０重量部、好ましくは
１０～２５重量部程度である。
【００４６】
　（３）高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層、透明導電層
　本発明の反射防止積層体の層構成の形態として、透明基材上に、光透過性の高屈折率層
、光透過性の中屈折率層、光透過性の低屈折率層を有し、該高屈折率層、該中屈折率層及
び該低屈折率層は、屈折率の高低が交互に入れ替わり且つ該低屈折率層が最も鑑賞面側に
位置するように積層されたものであり、該高屈折率層及び該中屈折率層のうち少なくとも
一つが前記ハードコート層であることが望ましい。本発明の反射防止積層体を構成する層
の一つとして前記いずれかの層に隣接して透明導電層を設けることができる。
【００４７】
　本発明においてハードコート層として形成された高屈折率層及び／又は中屈折率層は、
水素結合形成基を残した硬化物からなるバインダーを含有していると共に、当該ハードコ
ート層に隣接して、水素結合形成基を含有する高屈折率層、中屈折率層、低屈折率層又は
透明導電層がウエットコーティング法により形成されていてもよい。
【００４８】
　低屈折率層：
　本発明の反射防止積層体における低屈折率層は、水素結合形成基を含有する低屈折率層
であって、バインダー成分と平均粒子径５ｎｍ～３００ｎｍの微粒子とを含むナノポーラ
ス構造を有することが望ましい。低屈折率層のバインダー樹脂は、低屈折率層に水素結合
形成基を含有するものが望ましく、例えば、フッ素含有モノマー及び／又はポリマーを含
む電離放射線硬化型樹脂組成物の硬化物を挙げることができる。水素結合形成基の例には
前記ハードコート層に用いた電離放射線硬化型樹脂組成物に導入した水素結合形成基が挙
げられる。
【００４９】
　一般的に、分子中にフッ素原子を含む樹脂組成物は屈折率が低い材料なので、屈折率の
低い塗膜を形成できる長所を有するが、該樹脂組成物を塗布して形成された塗膜は、原子
間力が小さいフッ素原子を含有しているため硬度及び強度が不足し易いという欠点を有す
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る。これに対して、本発明の反射防止積層体は、塗膜中にそれ自身が空隙を有する、及び
／又は集合体を形成することで空隙を有する、平均粒子径５ｎｍ～３００ｎｍの微粒子を
含有しているので、分子中にフッ素原子を含有する樹脂組成物を用いるにも関わらず、硬
化した樹脂組成物中に分散している空隙を有する微粒子の凝集力及び硬さによって、形成
された塗膜が引き締められる。したがって、フッ素原子の含有量を非常に大きくした場合
でも塗膜の硬度及び強度の著しい低下を避けることができる。
【００５０】
　それ自身が空隙を有する微粒子は、微細な空隙を外部や内部に有しており、気体、例え
ば、屈折率１の空気が充填されているので、それ自身の屈折率が低い特徴があり、塗膜中
に集合体を形成せずに均一に分散した場合でも、塗膜の屈折率を低下させることができる
ため好ましい。空隙を有する微粒子の好ましい例には、多孔質シリカ微粒子や中空シリカ
微粒子が挙げられる。即ち、例えば、シリカを例にすると、内部に気体を有しない通常の
コロイダルシリカ粒子（屈折率ｎ＝１．４６程度）に比べると、シリカの空隙を有する微
粒子の屈折率は１．２０～１．４５と低い。或いは、空隙を有する微粒子の好ましい別の
例には、多孔質ポリマー微粒子や中空ポリマー微粒子が挙げられる。
【００５１】
　ナノポーラス構造：
　本発明の反射防止積層体における低屈折率層は、前記微粒子を含む低屈折率層の微粒子
の形態、構造、凝集状態、塗膜内部での微粒子の分散状態により、内部、及び／又は表面
の少なくとも一部にナノポーラス構造を有することが望ましい。
【００５２】
　本発明の反射防止積層体におけるナノポーラス構造を有する低屈折率組成物をコーティ
ングしてなる低屈折率層には、ナノポーラス構造が、平均粒子径５ｎｍ～３００ｎｍの微
粒子が集合体を形成した結果生じる平均孔径が０．０１ｎｍ～１００ｎｍの空気を含有す
る独立した、及び／又は連続した孔である構造が挙げられる。或いは、ナノポーラス構造
を有する低屈折率組成物をコーティングしてなる低屈折率層には、ナノポーラス構造が、
平均粒子径５ｎｍ～３００ｎｍの微粒子自身の平均孔径０．０１ｎｍ～１００ｎｍの空気
を含有する孔を有することにより形成される構造が挙げられる。
【００５３】
　本発明において、ナノポーラスとは、粒子自身が持っている孔、或いは粒子同士が集合
体を形成することによって生じる空隙、又は比表面積が大きい多孔質粒子に取り込まれた
空気が塗膜形成の過程で粒子から塗膜中に拡散して生じる空気の孔のことを言い、所望の
大きさの範囲内であれば、独立していても、連続していても良い。
【００５４】
　微粒子の配合によりバインダー成分濃度が希釈されて低屈折率層の機械的強度や屈折率
に悪影響を及ぼす弊害を避けるために、微粒子の屈折率は１．６０以下であることが好ま
しい。
【００５５】
　微粒子が無機化合物の場合、非晶質であることが好ましい。無機微粒子は、金属の酸化
物、窒化物、硫化物またはハロゲン化物からなることが好ましく、金属酸化物または金属
ハロゲン化物からなることがさらに好ましく、金属酸化物または金属フッ化物からなるこ
とが最も好ましい。金属原子としては、Ｎａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｂが
好ましく、Ｍｇ、Ｃａ、ＢおよびＳｉがさらに好ましく、二種類の金属を含む無機化合物
を用いてもよい。
【００５６】
　無機微粒子の少なくとも一部を表面処理することにより、溶剤又はバインダーとの親和
性の改善やバインダーとの反応性を付与させることが好ましい。
【００５７】
　表面処理は、プラズマ放電処理やコロナ放電処理のような物理的表面処理と、カップリ
ング剤や有機低分子化合物、ポリマー等を表面に吸着、或いは結合させる化学的表面処理
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に分類できる。更に、無機微粒子表面の少なくとも一部を、それよりも粒子径が小さい無
機や有機やそれらの複合微粒子で被覆しても良い（これらを総称して「表面処理物」とい
う）。
【００５８】
　化学的表面処理のみ、または物理的表面処理と化学的表面処理の組み合わせで実施する
ことが好ましい。
【００５９】
　カップリング剤としては、有機金属化合物（例、チタンカップリング剤、シランカップ
リング剤、アルミキレート化剤）が好ましく用いられる。
【００６０】
　表面処理物は無機微粒子表面の化学的性質によって適宜使用する事が好ましい。例えば
、アニオン性を有する無機微粒子であればカチオン性の有機低分子化合物の使用が好まし
い。
【００６１】
　無機微粒子表面に水酸基等の官能基がある場合は、表面処理物を安定に吸着させること
ができ、また、シランカップリング剤や該官能基との反応性を有するポリマーを使用する
事でより安定な化学結合による表面処理が特に有効に実施できるため、より好ましい。
【００６２】
　無機微粒子に吸着、及び／或いは結合した表面処理物には、バインダー成分との反応性
を持たせるためににバインダー成分の種類に応じて水酸基、アミノ基等の熱硬化性基や（
メタ）アクリロイルオキシ基、エポキシ基、オキセタン基、マレイミド基等の電離放射線
硬化性基等を適宜使用することが好ましい。
【００６３】
　微粒子が有機化合物の場合は、架橋、非架橋に関わらず平均粒子径５ｎｍ～３００ｎｍ
のポリマー微粒子であれば特に制限されず使用でき、ポリオレフィン系、フッ素系ポリマ
ー系、ポリスルホン系、ポリエステル系、ポリビニルアセタール系、ポリビニルアルコー
ル系、ポリアミド系、ポリイミド系、ポリウレタン系、ポリアクリル系、ポリスチレン系
、ポリケトン系、シリコーン系、ポリ乳酸系、セルロース系等やこれらの共重合物を用い
ることが出来る。特に、低屈折率化の観点からはフッ素ポリマー系、シリコーン系からな
ることがさらに好ましい。また、例えばポリアクリル系であってもフッ素原子を含有する
アクリルモノマーを使用する事で微粒子の低屈折率化が可能となるため好ましい。
【００６４】
　有機微粒子も溶剤又はバインダーとの親和性やバインダーとの反応性が得られるモノマ
ー重合体が表面に形成されることが好ましい。また、無機微粒子と同様の物理的および／
或いは表面処理物を用いた化学的表面処理を施すことも好ましい。
【００６５】
　以上により形成された本発明の反射防止積層体の低屈折率層の表面を、＃００００番の
スチールウールを用いて１０回擦ったときの、該低屈折率層のヘイズ値の変化が認められ
る最低荷重量が、２００ｇ以上であるという耐擦傷性が認められる。
【００６６】
　透明導電層：
　帯電防止性あるいは静電性を付与する目的で、水素結合形成基を含有する透明導電層を
設ける場合には、ポリチオフェン及び／又はポリアニリンを含む電離放射線硬化型及び／
又は熱硬化型バインダーの硬化物を導電層とすることができる。導電層は、基材フィルム
上に設けてもよく、低屈折率層の最表面に反射防止膜の性能に影響を与えない膜厚３０ｎ
ｍ以下の範囲で設けることができる。
【００６７】
　透明基材：
　本発明による反射防止積層体を構成する光透過性の透明基材は、板状であってもフィル
ム状であっても良い。好ましい基材としては、例えば、トリアセテートセルロース（ＴＡ
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Ｃ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ジアセチルセルロース、アセテートブチ
レートセルロース、ポリエーテルサルホン、アクリル系樹脂；ポリウレタン系樹脂；ポリ
エステル；ポリカーボネート；ポリスルホン；ポリエーテル；トリメチルペンテン；ポリ
エーテルケトン；（メタ）アクリロニトリル；環状ポリオレフィン等の各種樹脂で形成し
たフィルム等を例示することができる。基材の厚さは、通常３０μｍ～２００μｍ程度で
あり、好ましくは５０μｍ～２００μｍである。
【実施例】
【００６８】
　１．水分散ジルコニア粒子のメチルエチルケトン溶液中への再分散液の調製
　ビューラー株式会社製ナノサイズ・ジルコニア　Ｚ－Ｗ４ｓ（商品名；イットリアドー
ピング量：４モル％；平均粒子径８ｎｍ；固形分１０重量％の水分散液）、及びビューラ
ー株式会社製Ｚ－Ｗ０ｓ（商品名；イットリア未ドープ；平均粒子径１０ｎｍ；固形分１
０重量％の水分散液）を限外濾過膜を用いて溶媒をメタノールに置換した後、ロータリー
エバポレーターを用いてメタノールからメチルエチルケトンに溶媒置換を行い、ジルコニ
ア微粒子２０重量％の分散液を得た。
【００６９】
　このメチルエチルケトン分散液１００重量部に３－メタクリロキシプロピルメチルジメ
トキシシランを５重量部添加し、５０℃で１時間加熱処理することにより、表面処理され
たジルコニア微粒子２０重量％のメチルエチルケトン分散液（ＭＥＫ分散液：略語）を得
た。
【００７０】
　２．粒度分布の測定
　日機装製粒度分布測定装置マイクロトラックを用いて、上記工程１．で用いた２点の水
分散液（Ｚ－Ｗ４ｓ水分散液、Ｚ－Ｗ０ｓ水分散液）、及び上記工程１．で得られた２点
の溶媒置換後のメチルエチルケトン分散液（Ｚ－Ｗ４ｓＭＥＫ分散液、Ｚ－Ｗ０ｓＭＥＫ
分散液）の粒度分布を測定した。
　粒度分布の結果を下記の表１に示す。
【００７１】

【表１】

【００７２】
　表１においてＤ50、Ｄ10、Ｄ90はメジアン径を表す。
【００７３】
　３．高屈折率ハードコート材料の調製
　下記の組成の成分を配合してハードコート層形成用組成物を調製した。
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ：略語）        ５．０質量部
イルガキュア１８４（商品名、チバスペシャリティケミカルズ社製）０．２５質量部
Ｚ－Ｗ４ｓの２０重量％メチルエチルケトン分散液（金属酸化物微粒子の屈折率１．７５
）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５質量部
【００７４】
　４．ハードコートフィルムの作製
　厚み８０μｍのトリアセテートセルロース（ＴＡＣ）フィルム上に，上記組成のハード
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装置（フュージョンＵＶシステムジャパン（株）製，光源Ｈバルブ）を用いて、照射線量
６０ｍＪ／ｃｍ2 で紫外線照射を行い，ハードコート層を硬化させて、膜厚約５μｍのハ
ードコート層（屈折率：１．６０）を有する、基材／ハードコート層フィルムを得た。
【００７５】
　５．低屈折率層形成用組成物の調製
　下記の組成の成分を配合して低屈折率層形成用組成物を調製した。
中空シリカゾル（触媒化成工業製OSCAL（商品名、微粒子の屈折率１．３０）；メチルイ
ソブチルケトン２０重量％分散液）                              １２．８５質量部
ペンタエリスリトールトリアクリレート（ＰＥＴＡ）              　１．４３質量部
イルガキュア１８４（商品名、チバスペシャリティケミカルズ社製）　０．１質量部
メチルイソブチルケトン                                      　８５．２２質量部
【００７６】
　６．反射防止フィルムの作製
　前記工程４で得られた基材／ハードコート層フィルム上に、上記工程５で得られた低屈
折率層形成用組成物をバーコーティングし、乾燥させることにより溶剤を除去した後、紫
外線照射装置（フュージョンＵＶシステムジャパン（株）、光源Ｈバルブ）を用いて，照
射線量２００ｍＪ／ｃｍ2 で紫外線照射を行い、塗膜を硬化させて、基材／ハードコート
層／低屈折率層の反射防止フィルムを得た。低屈折率層の屈折率は１．３８であった。本
実施例の反射防止フィルムの最低反射率、ヘイズ値、耐スチールウール試験の結果を下記
の表２に示す。
【００７７】
　前記実施例におけるＺ－Ｗ４ｓのメチルエチルケトン分散液に代えてビューラー株式会
社製Ｚ－Ｗ０ｓ（商品名；イットリア未ドープ；平均粒子径１０ｎｍ；固形分１０重量％
の水分散液）のメチルエチルケトン分散液を用いた以外は前記実施例と同様の手法で反射
防止フィルムを作製した。本比較例の反射防止フィルムの最低反射率、ヘイズ値、耐スチ
ールウール試験の結果を下記の表２に示す。
【００７８】

【表２】

【００７９】
　耐スチールウール試験は、反射防止フィルムの低屈折率層の表面を、＃００００番のス
チールウールを用いて１０回擦ったときの、該低屈折率層のヘイズ値の変化が認められる
最低荷重量を示す。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明の反射防止積層体は、ヘイズ値の上昇が抑制された、耐擦傷性の透明性に優れた
ものであるので、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイ、レンズ等の光学物品の表面
に貼付される反射防止フィルム等の反射防止積層体として有用である。
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